
 

北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議 

 

 

平成２９年８月２９日午前５時５８分頃、北朝鮮が我が国の方向に向けて発

射したミサイルは、北海道の上空を通過し、襟裳岬東方約１，１８０ｋｍの太

平洋上に落下したものと推定される。 

北朝鮮により繰り返される弾道ミサイルの発射により国民の不安が増して

いる中、我が国の上空を通過するようなミサイルが発射されたことは、国民の

安全・安心に対し、これまでにない極めて重大かつ深刻な事態であり、断じて

容認できない。 

北海道・北東北地域としては、北朝鮮に対し、改めて、関連する国連安保理

決議を即時かつ完全に履行し、地域の平和・安全を脅かす挑発行為を即刻中止

するよう、強く求める。 

 

以上、決議する。 

 

 平成２９年８月３１日 
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